
災害ＶＲコンテンツ製作業務委託指名型プロポーザル評価基準表 

 

 

１ 評価の方法 

⑴ 「災害ＶＲコンテンツ製作業務委託指名型プロポーザル実施要領」に基づく参加資格の確

認の結果、参加資格を有すると認められた者を対象に、「災害ＶＲコンテンツ製作業務委託

指名型プロポーザル審査委員会」（以下「審査委員会」という。）が審査を行うものとす

る。 

⑵ 審査委員会では、５名の委員がそれぞれ100点満点で評価し、５名の点数の合計点数（500

点満点）が最も高い提案者を受注者として特定する。 

 ⑶ 同一点数により１者を特定できない場合には、評価基準の評価項目「③ コンテンツの構

成」、「④ コンテンツのシナリオ」、「⑤ コンテンツの運用上の有用性」及び「⑥ 映像

製作技術」の合計点数が最も高い提案者を受注者として特定する。 

 ⑷ 業務の目的が達成可能と判断するための「最低基準」は、審査委員全員が、合計点満点の

うち６割以上とし、これに満たない提案者は受注者として特定しないものとする。 

２ 評価基準 

評価項目及び配点は、次表に掲げるとおりとする。 

  



 

 


